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１５節 ウレタン樹脂ワニス（UC） 

 

１８．１５．１ 適用範囲 

この節は、木部のウレタン樹脂ワニス塗りに適用する。 

 

１８．１５．２ ウレタン樹脂ワニス塗り 

 

ウレタン樹脂ワニス塗りは表１８．１５．１により、種別は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。 

 

表１８．１５．１ ウレタン樹脂ワニス塗り 

種別 塗料その他 
工 程 

A種 B種 規格番号 規格名称 種類 
商 品 名 

塗付け量

(㎏/㎡)

素地ごしらえ ○(注)1 １８．２．２による。 

JASS 18 

M-301 

1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

ﾜﾆｽ 
―  0.05 

１ 下塗り ○ ○ 
JASS 18 

M-502 
2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ ― 

ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ U100 

木部用ｸﾘﾔｰ 
塗料用ｼﾝﾅｰ A 

0～5% 

0.06 

２ 研磨紙ずり ○ ― 研磨紙Ｐ２２０～２４０ 

JASS 18 

M-301 

1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

ﾜﾆｽ 
―  0.05 

３ 中塗り ○ ― 
JASS 18 

M-502 
2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ ― 

ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ U100 

木部用ｸﾘﾔｰ 
塗料用ｼﾝﾅｰ A 

0～5% 

0.06 

JASS 18 

M-301 

1液形油変性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

ﾜﾆｽ 
―  0.05 

４ 上塗り ○ ○ 
JASS 18 

M-502 
2液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾜﾆｽ ― 

ﾌｧｲﾝｳﾚﾀﾝ U100 

木部用ｸﾘﾔｰ 
塗料用ｼﾝﾅｰ A 

0～5% 

0.06 

（注）１．素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。 

   ２．一般木部及びフローリングは、１液形とする。 

   ３．JASS 18 M-301及びM-502は、日本建築学会材料規格である。 

 

※ファインウレタン U100 木部用クリヤーは２液の溶液形塗料であり、外部での使用をお勧めします。床で

の使用は避けてください。 

 

 


